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長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針 
 

１ 基本的な考え方 

 野生動植物は、人類の生存の基盤である生態系の基本的構成要素であり、日光、大気、

水、土とあいまって、物質の循環やエネルギーの流れを担うとともに、その多様性によ

って生態系のバランスを維持しています。また、食料、衣料、医薬品などの資源として

利用されるほか、学術研究、芸術、文化の対象として、さらに生活に潤いや安らぎをも

たらす存在として、人類の豊かな生活にとって欠かすことのできない役割を果たしてい

ます。 

 生物多様性については、生態系、種、遺伝子等の様々なレベルで考えられますが、そ

れぞれのレベルでその多様性を保全する必要があります。なかでも「種」は、生物相・

生態系を構成する基本的単位であり、生物多様性の保全にあたっては、野生動植物の種

の保護を進めることが極めて重要となっています。 

  しかし、近年の都市化の進展や地域開発に伴う森林、草地、田畑等の緑地の減少や湿

地等の埋め立て、河川・湖沼の水質悪化や地球温暖化などの環境変化、移入種による生

態系の撹乱、農地等の管理不足、過度の捕獲や採取などの様々な要因によって、多くの

野生動植物に種の絶滅のおそれが生じています。 

 

 平成５年に「生物の多様性に関する条約」が発効し、締約国である我が国としては、

平成７年に「生物多様性国家戦略」を策定し、現在は平成20年６月施行の生物多様性

基本法に基づく「生物多様性国家戦略2010」が策定されています。 

 本県においても、平成９年制定の長崎県環境基本条例の中で、「生態系の多様性の確保、

野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保」を施策の基本方針に掲げ、さらに平

成20年３月に制定した長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づき、「長崎県

生物多様性保全戦略」を平成21年３月に策定しました。 

 長崎県生物多様性保全戦略では５つの目標と基本方針の下で、それぞれ次のような施

策を推進することとしています。 

  

 【戦略の目標】 

  １．種の絶滅を回避する 

  ２．多様な生態系の保全、再生を図る 

  ３．持続可能な利用を進める 

  ４．生物多様性の恵みに触れる 

  ５．生物多様性の保全と持続可能な利用による地域活性化 

 

 【基本方針と施策】 



 

2／13 

  １．自然環境の監視と種の保護・生態系の保全の強化 

   （１）調査研究の推進   （２）種の保護、生態系の保全・再生 

  ２．人とふるさとの自然とのつながりの回復 

  ３．多様な地域資源としての活用 

  ４．多様な主体とのつながりによる連携・協働の推進 

  ５．普及啓発の推進 

 

 このうち、野生動植物種の保護・保全に関するものは、基本方針１の施策（２）種の

保護、生態系の保全・再生として、法令に基づく規制地域（希少野生動植物種・同保存

地域、保全地域、鳥獣保護区等）の指定や、生息・生育環境の保全や改善を推進する「緑

といきもの賑わい事業」などの施策が挙げられています。 

 

  なお、これらの施策は関係者の所有権その他の財産権を尊重し、県民の生活の安定及

び福祉の維持向上に配慮するとともに、県土の保全その他の公益との調整を図りつつ推

進する必要があります。  

 

２ 希少野生動植物の保護・保全方針 

 

 （１）動植物の生息・生育環境の改変を規制する制度の運用 

     希少な野生動植物の種の保護の基本は、その生息地等における個体群の安定した    

  存続を保証することです。この見地から、希少な野生動植物の種の保護のために、 

  その個体の生息・生育環境の保全を図る必要があると認める場合は、長崎県未来に 

  つながる環境を守り育てる条例に基づく自然環境保全地域特別地区、自然公園法又 

は長崎県立自然公園条例に基づく自然公園（国立公園、国定公園、県立自然公園） 

の特別地域、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区特別保 

護地区等、土地の改変に対し法令で規制することのできる地域に指定します。 

 

 （２）動植物種の捕獲・採取等を規制する制度の運用 

   従来からの業者や愛好家等による希少植物の盗掘に加え、近年はインターネット  

  による販売取引が普及していることなどから、捕獲・採取圧による希少動植物の減 

  少を防ぐ必要があります。 

   このため、指定した動植物種の捕獲・採取を禁止する地域（長崎県未来につなが 

  る環境を守り育てる条例に基づく「自然環境保全地域野生動植物保護地区」及び「希 

少野生動植物種保存地域」）の指定を進めます。 

   また、自然公園（国立公園、国定公園、県立自然公園）の特別地域内において捕 

  獲・採取が規制される「指定動物」及び「指定植物」について、公園計画と併せて 
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  再検討します。 

   さらに、自然環境監視員や自然公園指導員との連携により、これらの規制地域に 

  おける捕獲・採取行為に対する監視体制の強化を図ります。 

 

  （３）各種事業の実施における配慮  

      地域の開発及び整備その他の事業で、希少な野生動植物の生息・生育環境に影響   

  を及ぼすおそれがあるときは、事業主体により必要に応じて当該事業が及ぼす影響   

  の予測等事前調査や評価が行われ、希少な野生動植物の生息・生育環境の適正な保   

  全について配慮された計画となるよう努めます。 

   特に、環境影響評価法及び長崎県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの 

実施に当たっては、調査項目にレッドデータブック掲載種の分布状況を含め、適切 

な保全措置が講じられるよう審査・指導します。 

 

  （４）調査研究の推進  

      希少な野生動植物の種の保護施策を的確かつ効果的に推進するためには、何より   

  も生物学的知見などを基盤とした科学的判断が重要であり、種の分布、生息・生育   

  状況、生息地等の状況、生態、保護管理手法その他施策の推進に必要な各分野の調   

  査研究を推進します。 

 

  （５）レッドリスト種のモニタリング  

   希少な野生動植物の保護・保全施策を的確かつ効果的に推進するために、有識者 

  をはじめ県民から広く情報を収集するとともに、有識者の協力を得ながらレッド 

  リストの定期的な（概ね５年毎の）見直しを実施します。 

    なお、レッドデータブックへの掲載に相当する新たな種の情報があった場合、レ   

  ッドリスト掲載種として追加選定を行うなどの対応を検討します。 

 

  （６）保全事業・保護増殖事業等の実施 

      希少な野生動植物の種のうち、その個体数の維持・回復を図るためには、その種   

  を圧迫している要因を除去又は軽減するだけでなく、良好な生息・生育環境の維持・ 

  整備が必要です。このため、生物学的知見などに基づき、その個体の繁殖の促進、 

  生息地等の整備などの事業を行う必要がある場合には、保全事業や保護増殖事業を 

  実施します。 

   事業の内容としては、森林、草地、水辺など生息地等における生息・生育環境の   

  維持・整備などの事業や、食物条件の改善、飼育・栽培下での繁殖、生息地等への   

  再導入などの個体の繁殖の促進のための事業とします。 

   これらの事業の実施に当たっては、緑といきもの賑わい事業の活用に努めます。 
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  （７）県民の理解の促進と意識の高揚 

     希少な野生動植物の保護・保全施策を実効あるものにするためには、県民の協力 

  や適切な配慮が不可欠であるため、希少な野生動植物の種の現状やその保護の重要 

  性に関する県民の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を積極的に推進 

  します。 

      また、人と野生動植物の共存の観点から、農林水産業が営まれる農地、森林など   

  の地域が有する野生動植物の生息・生育環境としての機能を適切に評価し、その機   

  能が十分発揮されるよう対処するものとします。  

   さらに、希少な野生動植物の種を保護するための規制を行う場合、私権の制限を   

  ともなうことが少なくないので、規制の趣旨の徹底を図るとともに、私権を尊重し、   

  必要に応じて土地の公有化、損失の補償等適切な対策を講じるものとします。 

      なお、土地所有者・事業者などは、各種の土地利用や事業活動の実施に際し、希   

  少野生動植物の種の保護のための適切な配慮を講ずるよう努める必要があります。  

 

 （８）在来動物の増加による生態系被害 

   もともとは県内の限られた地域にしか生息しなかったシカとイノシシの個体数が 

増えるとともに分布域が拡大し、農林業被害はもとより、植物の食害や剥皮被害、 

小動物の捕食、掘り起こしによる生息・生育地の破壊などの影響が出ています。 

希少な植物に対するシカ・イノシシの影響の把握に努め、必要に応じて植物体や 

種子の緊急避難や生育地の物理的防護を行います。 

 

（９）外来種による生態系被害 

     人間により持ち込まれた外来種（国内移入を含む）は、在来野生動植物種との競

争関係・捕食等により生態系の撹乱をひき起こし、その結果、在来の野生動植物の

種の存続をおびやかしている例が多々あります。 

   平成１７年に外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律）が施行され、指定された「特定外来生物」については、飼育・栽培・保管・

運搬のほか、野外へ放すこと、植えたり種をまくことが禁止されています。 

県内では既に、特定外来生物のクリハラリス（タイワンリス）が壱岐と福江島に、

同じくアライグマは県北から県央地域にまで拡大しつつあります。農林業被害や生

活環境被害はもとより、クリハラリスは樹木を直接食害することによる木本植物へ

の影響や野鳥の卵・昆虫の捕食、アライグマは餌や営巣環境の競合や感染症などに

よる在来のタヌキやアナグマなどへの影響が危惧されます。また、特に離島では、

独特な種構成による島嶼生態系を有するため、特定外来生物でなくても野生化した

外来種が大きなダメージを与える可能性があります。 
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また植物の場合、植栽した園芸種や他地域産の植物が庭や畑などから野外に逸出

することにより、在来種との交雑によって地域個体群の遺伝的かく乱につながるお

それもあります。 

これらのことから、県内での外来種の生息・生育状況及び希少な野生動植物への

影響を把握した上で、必要に応じて外来種の除去・駆除や影響を受ける希少植物の

物理的防護を行います。 

また、不用意な野外逸出や移植行為がこれらの問題をひきおこす原因のひとつで

あることについて、県民の理解を促進するための普及啓発活動を推進します。 

 

  （10）国及び他の地方公共団体との連携・協力 

      希少な野生動植物の種の保護施策を推進するためには、県内の市町との協力はも 

  とより、国及び近隣県との協力による広域的な取り組みが必要です。このため、 

  積極的に連携・協力に努め、取り組みの広域的な展開を推進します。 

      また、県の施策の推進に当たっては、県民、事業者、民間団体などとの連携・協  

  力も不可欠です。このため、各主体が連携・協力して取り組みを進めることが重要 

  です。 

 

３ 特に緊急に保護・保全策が必要な種と地域 

 ２で述べた各種対策を実践していく上で、特に緊急に対策が必要とされる種と地域は

次に掲げる第１表・第２表のとおりで、法令による規制（2(1)・(2)）やその他の事業・

取組（2(3)～(10)）のうち、その種や地域の特性に合った対策を、順次実施するよう努

めます。 

 そのうち、法令に基づく規制については、次の考え方に基づき、指定等の作業を進め

ていきます。 

 

（１）未来環境条例に基づく自然環境保全地域特別地区の指定 

生息・生育環境の改変を規制する必要がある場合で、条例に規定する指定要件に適合

する地域については、自然環境保全地域特別地区の指定を検討します。 

 

（２）未来環境条例に基づく希少野生動植物種及び希少野生動植物種保存地域の指定 

捕獲・採取等が絶滅のおそれを高める要因・保全上の問題点となっている場合は、積

極的に希少野生動植物種に指定して保護・保全を図ります。 

①平成２１年度から２３年度までの指定は、平成１９年度「西彼杵半島北西地域希少野 

生動植物保全事業調査」（長崎県）、平成１６・１７年度の「大村湾環境保全・活性化 

事業」（長崎県）及び「生物多様性調査（種の多様性調査：環境省より長崎県に委託）」 

の成果に基づいて行ってきたため、調査対象地域（西彼杵半島西岸と大村湾沿岸）に
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特徴的な種について、対象市町単位で指定してきました。 

②今後の指定にあたっては、保存地域指定市町の内外での不均衡をなくし、新たな生息・

生育地が発見された場合に対応できるようにするため、できるだけ早期に、希少野生

動植物種保存地域を全県に拡大します。 

③指定種については、平成２２年度までのレッドリスト改訂調査の成果及び平成２３年 

度からのモニタリング調査の成果を踏まえて全体的に見直しを行い、全県での指定を 

前提として選定した種を希少野生動植物種として指定します。 

④全県での指定とは別に、生息・生育地が限定される種や、地域によって希少性に差が

あるものなどについては、地域限定での指定も検討します。 

 

第１表 種の保護に着目 

 

対象種（和名） 

カテゴリー（県／国） 

生息・生育地 

 

絶滅のおそれを高める要因・課題

【植物】 

ヒメマツカサススキ 

（ＣＲ／ＶＵ） 

対馬市厳原町 ・湿地の存続 

ミズニラ 

（ＣＲ／ＮＴ） 

西海市西彼町 ・湿地の存続 

・九州で唯一 

カミガモソウ 

（ＣＲ／ＥＮ） 

佐世保市世知原町 ・イノシシの掘り返し 

・個体数の減少 

フクエジマカンアオイ 

（ＣＲ／－） 

五島市玉之浦町 ・採取 

・森林伐採 

・土地改変 

シジキカンアオイ 

（ＣＲ／ＣＲ） 

平戸市 ・採取 

・森林伐採 

・土地改変 

オキナグサ 

（ＣＲ／ＶＵ） 

諫早市 

長崎市 

・遷移進行 

・採取 

ヒメノボタン 

（ＣＲ／ＶＵ） 

長崎市 ・遷移進行 

・採取 

・農薬散布 

ウチョウラン 

（ＥＮ／ＶＵ） 

諫早市 

平戸市 

・採取 

セッコク 

（ＥＮ／－） 

各地の岩場 ・採取 
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ムカデラン 

（ＣＲ／ＶＵ） 

長崎市 ・採取 

サギソウ 

（ＥＮ／ＮＴ） 

マンシュウスイラン 

（ＣＲ／ＮＴ） 

キセルアザミ 

（ＶＵ／－） 

諫早市 

 

・遷移進行 

・採取 

 

ホザキノミミカキグサ 

（ＥＮ／－） 

長崎市 ・湿地の周囲の植林の成長 

・踏み荒らし 

ハマビシ 

（ＣＲ／ＥＮ） 

長崎市 ・生息地の消滅 

・採取 

ヒレフリカラマツ 

（ＣＲ／ＥＮ） 

西海市西海町 ・採取 

・生育地の周囲の植林の成長 

シマトウヒレン 

（ＣＲ／ＣＲ） 

対馬市美津島町 ・採取 

・シカによる食害 

チョウセンニワフジ 

（ＥＮ／ＣＲ） 

対馬市厳原町 ・生育地周囲の樹木繁茂 

ニワフジ 

（ＣＲ／－） 

長崎市ほか ・採取 

・遷移進行 

ウスバサイシン 

（ＥＮ／－） 

対馬市厳原町 ・採取 

ハルナユキザサ 

（ＣＲ／－） 

対馬市厳原町 ・採取 

・遷移進行 

ホクチアザミ 

（ＶＵ／－） 

対馬市厳原町 ・採取 

・遷移進行 

ノハナショウブ 

（ＥＮ／－） 

対馬市厳原町 ・採取 

・遷移進行 

・生育地の改変 

【哺乳類】 

ツシマヤマネコ 

（ＣＲ／ＣＲ） 

対馬市全域 ・生息環境の変化に伴う生息域の

減少 

・交通事故 

・イエネコからの感染症 

ムササビ 

（ＣＲ／－） 

多良山系 

国見山系 

・近年確実な記録がなく実態不明
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ヤマネ 

（ＶＵ／ＮＴ） 

多良山系 ・生息域である自然林の減少 

カワネズミ 

（ＥＮ／ＬＰ） 

多良山系 ・生息状況や分布の実態がよくわ

かっていない。 

【鳥類】 

ヤイロチョウ 

（ＣＲ／ＥＮ） 

対馬市ほか ・森林環境の変化？ 

アカヒゲ 

（ＣＲ／ＶＵ） 

福江市男女群島男島 ・近年未確認 

サンコウチョウ 

（ＥＮ／－） 

対馬市ほか ・森林環境の変化？ 

ヤマセミ 

（ＣＲ／－） 

各地 ・営巣できる環境の減少？ 

【爬虫類】 

アカウミガメ 

（ＥＮ／ＥＮ） 

各地の砂浜 

（特に南島原市白浜・前

浜、長崎市高浜） 

・防波堤の設置や砂浜の砂の減少

により上陸・産卵が困難 

ダンジョヒバカリ 

（ＮＴ／ＤＤ） 

福江市男女群島男島 ・採集のための捕獲 

【両生類】   

ブチサンショウウオ 

（ＥＮ／ＮＴ） 

多良山系 

国見山系 

・産卵場付近がイノシシに荒らさ

れている。 

チョウセンヤマアカガエ

ル 

（ＥＮ／ＮＴ） 

対馬市 ・産卵場である水田や小さな溜池

の放棄 

・産卵には比較的水深が必要なた

めツシマアカガエルより危機的 

【魚類】 

ドウクツミミズハゼ 

（ＣＲ／ＣＲ） 

五島市富江町 ・採集のための捕獲 

イドミミズハゼ 

（ＮＴ／ＮＴ） 

トビハゼ 

（ＶＵ／ＮＴ） 

チクゼンハゼ 

（ＶＵ／ＶＵ） 

大村湾沿岸＋？ ・採集のための捕獲 



 

9／13 

カジカ中卵型 

（ＥＮ／ＥＮ） 

アリアケギバチ 

（ＶＵ／ＮＴ） 

諫早湾・大村湾流入河川

＋？ 

・河川環境の改変 

チワラスボ 

（ＥＮ／ＥＮ） 

平戸市、佐世保市、南島

原市ほか 

・各生息地とも極少数の確認 

・生息環境（泥干潟）の消失 

タビラクチ 

（ＶＵ／ＥＮ） 

対馬市、平戸市、佐世保

市、長崎市ほか 

・各生息地とも極少数の確認 

・生息環境（泥干潟）の消失 

【貝類】 

マツカサガイ 

（ＶＵ／ＮＴ） 

五島市岐宿町 

五島市富江町 

・用水路の改修 

【昆虫類】 

ミヤマアカネ 

（ＣＲ／－） 

佐世保市世知原町 ・稲作方法変化（間断冠水） 

・土地利用変更 
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第２表 地域（生態系）の保全に着目 

 

生態系タイプ 地域名 生息・生育する希少種 保全上の問題点・課題

諫早市 ヤマトキソウ、ノヒメユリなどの草

原性の植物 

・遷移進行 

・園芸用の採取 

草原 

東彼杵

町 

ヤナギアザミ、ホソバノヒメトラノ

オなどの草原性の植物・昆虫類 

・草原の維持 

・昆虫マニアによる捕獲

草原 

（土手） 

長崎市

旧琴海

町 

ヒメノボタン、コモウセンゴケほか ・園芸用の採取 

・除草剤 

溜池 五島市

三井楽

町 

タヌキアヤメ、オグラコウホネ、ヒ

ツジグサほか 

・園芸用の採取 

溜池＋湿地 西海市

西彼町 

ミズニラ、イヌタヌキモ、ヒモヅル、

サワギキョウほか 

・湿地の存続 

 

佐世保

市鹿町

町 

トキソウ、ムラサキミミカキグサ、

ミミカキグサ、カキラン、シバネム、

モウセンゴケ 

・園芸用の採取 

・イノシシによる掘り返

し 

湿地 

諫早市 サギソウ、ミズトンボ、ムラサキミ

ミカキグサ、イヌタヌキモ、マンシ

ュウスイラン、キセルアザミ、モウ

センゴケ、リンドウ、キキョウほか

・生育地周囲の樹木繁茂

・園芸用の採取 

・ごみ投棄 

休耕田（湿地） 長崎市 （植物） 

オオバシナミズニラ 

（両生類） 

カスミサンショウウオ、カエル類 

・湿地や溜池等の環境の

維持 

森林・岩場 平戸市 シジキカンアオイ、ムラサキカラマ

ツ、ハクチョウゲほか 

・園芸用の採取 

多良岳 セッコク、ウチョウラン、ヒナラン、

ツメレンゲ、イワオモダカほか 

・園芸用の採取 岩場 

長崎市 セッコク、マメヅタラン、ボウラン、

ムカデラン、ムギラン、ツメレンゲ

ほか 

・園芸用の採取 

河川 壱岐市 

 

（魚類） 

セボシタビラ(絶滅？)、カワヒガイ

(絶滅？)、カゼトゲタナゴ(県内唯

・河川改修や利水による

止水的環境 

・外来魚類の蔓延 
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一)、アブラボテ、ヤマトシマドジ

ョウほか 

（貝類） 

トンガリササノハ、マツカサガイ 

佐々町 

 

センベイアワモチ ・護岸改修 

佐世保

市鹿町

町 

ドロアワモチ、タケノコカワニナ ・護岸改修 

佐世保

市南部

地域 

（植物） 

ドロイ、ハマボウ群落 

（貝類） 

オカミミガイ、センベイアワモチ、

ドロアワモチ、キヌカツギハマシイ

ノミ 

・護岸工事 

・貝類マニアによる採取

高潮帯～潮間

帯上部 

長崎市 キヌカツギハマシイノミ、ヒロクチ

カノコ 

・道路改修 

佐世保

市江迎

町 

（植物） 

ハマボウ群落、ハマサジ群落、ハマ

マツナ群落、アサクサノリ 

（貝類） 

ドロアワモチ、オカミミガイ、カワ

アイ、コゲツノブエ 

・埋立 

佐世保

市 小

佐々町 

 

（植物） 

アサクサノリ 

（貝類） 

カニノテムシロ、ハマグリ、イオウ

ハマグリ、ヘナタリガイ、カワアイ

・浚渫 

・埋立 

高潮帯～潮間

帯 

佐世保

市 

（貝類） 

ハマグリ、ウスハマグリ、カニモリ

ガイ、フドロ 

（その他無脊椎動物） 

ミドリシャミセンガイ 

・貝の採取 

河川感潮域・河

口干潟 

諫早湾

地先及

びその

（魚類） 

アリアケシラウオ(絶滅？)、エツ、

ムツゴロウ、ワラスボ、ハゼクチ、

・河川改修 

・軟泥干潟・カキ礁の消

失 
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流入河

川 

ヤマノカミ、ショウキハゼほか 

（昆虫類） 

ヨドシロヘリハンミョウ 

諫早市

小長井

町 

クロヘナタリ、シマヘナタリ、アズ

キカワザンショウ、センベイアワモ

チほか 

・河川改修 

・埋立 

雲仙市

国見町 

ヤベカワモチ、センベイアワモチ、

オカミミガイ、ウスコミミガイほか

・河川改修 

河口干潟 

西海市 

 

（植物） 

ハマボウ 

（貝類） 

シイノミミミガイ、ナラビオカミミ

ガイ、ヘナタリ、カワアイ 

・干潟の改変 

・貝類マニアによる捕獲

海岸砂丘 佐世保

市宇久

町 

（植物） 

コウボウムギ、ハマボウフウ、ハマ

ウツボ、シオカゼテンツキ 

（昆虫） 

海浜性砂丘昆虫類 

・砂浜の改変 

・昆虫マニアによる捕獲
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４ 長崎県希少野生動植物保全検討委員会からの提言 

 

 この基本方針を策定するにあたっては、「長崎県希少野生動植物の保護・保全方針検討

委員会」で検討を行いました。その中で、委員会から以下の提言・要望があったので、

今後の重要な検討課題とします。 

 

☆自然史博物館や自然保護センターなどの中心施設、または同様の機能を有するスペー 

スを設け、希少野生動植物の情報や標本等の資料の集約や蓄積、調査研究をおこなう 

ことが必要。また、希少野生動植物のおかれている状況を常時把握できるような体制 

をつくること。 

☆種子や個体を施設で保存・繁殖し、必要な場合に元の場所で復元できるような体制（ジ 

ーンバンク、ジーンプール）をつくること。 

 

 

【長崎県希少野生動植物の保護・保全方針検討委員会名簿】 

 

担当分野 委員氏名 職業・役職 

植物 中西 弘樹 長崎大学教育学部教授 

昆虫 松尾 照男 西海学園高等学校教諭 

水生生物 川内野 善治 ふるさと自然の会会長 

鳥類 鴨川 誠 日本野鳥の会長崎県支部 

哺乳類・両生類・爬虫類 松尾 公則 長崎女子短期大学講師 

 

【検討経過】  

平成２３年３月２８日 改訂版長崎県レッドリスト公表 

７月２９日 第１回委員会開催 

平成２４年２月２２日 第２回委員会開催 

     ３月２９日 第３回委員会開催 

 


